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ダムや用水路などの
施設の管理

事務所活動

ダム下流河川の環境変化

紙や電気の消費
廃棄物の発生

: 水資源機構の事業実施範囲

資源・エネルギーの消費
廃棄物の発生

ダムや用水路などの
施設の新築や改築

動植物の生息・生育環境の改変
資源・エネルギーの消費
廃棄物の発生

周辺環境の変化
貯水池の水質変化

用水路

河口堰

取水堰

用水路

ダム

ポンプ場

調整池

浄水場

浄水場

水力発電所

１ 

事
業
と 

　

 

環
境
の
関
わ
り

　

水
資
源
機
構
の
事
業
実
施
に
あ

た
っ
て
は
、
環
境
に
対
し
て
下
の
図

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
ま
す
。

　
例
え
ば
、
ダ
ム
や
用
水
路
な
ど
の

施
設
の
新
築
や
改
築
に
は
、
動
植
物

の
生
息・生
育
環
境
の
改
変
、資
源・

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
、
廃
棄
物
の
発

生
な
ど
が
伴
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ダ
ム
や
用
水
路
な
ど
の
施

設
の
管
理
に
は
、周
辺
環
境
の
変
化
、

貯
水
池
の
水
質
変
化
、
ダ
ム
下
流
河

川
の
環
境
変
化
な
ど
が
伴
い
ま
す
。

さ
ら
に
は
事
務
所
活
動
に
お
い
て

も
、
紙
や
電
気
の
消
費
、
廃
棄
物
の

発
生
が
伴
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
機
構
で
は
、
業
務
を

運
営
す
る
に
あ
た
っ
て
14
、
15
ペ
ー

ジ
に
示
す
環
境
方
針
を
策
定
し
て
い

ま
す
。

環
境
保
全
の
方
針

Ⅱ
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２  
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
へ
の

貢
献

　
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
と
は
、「
誰
一
人
取
り
残

さ
な
い
」
持
続
可
能
で
よ
り
よ
い
社
会
の
実
現
を
目
指
す
世
界
共

通
の
目
標
で
す
。
２
０
１
５
年
の
国
連
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
全
て

の
加
盟
国
が
合
意
し
た
「
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
２
０
３
０

ア
ジ
ェ
ン
ダ
」

の
中
で
掲
げ
ら

れ
ま
し
た
。

　

２
０
３
０
年

を
達
成
年
限
と

し
、
17
の
ゴ
ー

ル
と
１
６
９
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
か

ら
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

水
資
源
機
構

は
環
境
保
全
の

取
組
を
通
じ
て

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
達

成
に
貢
献
し
て

い
き
ま
す
。

トピックス

トピックス

　近年、気候変動による渇水・洪水や施設の老朽化などのリスクが顕在化しています。水資源機構では、
水資源債券の発行により調達した資金を活用して、ダム・用水路等の新築や改築を行ってきました。
　令和元年11月、大規模な自然災害や危機的な渇水など水資源機構を巡るリスクが顕在化するなか、政策
上の重要性は極めて高いとの評価から水資源債券の信用格付は国債と同格となるAA＋を取得しました。
　更に魅力的な水資源債券に向けて、債券市場で注目されているSDGs債化を目指しました。
　令和２年９月、水資源機構が実施している事業活動「安全で良質な水の安定した供給」、「洪水被害
の防止・軽減」等が、SDGs債発行のガイドライン「環境改善効果がある」「社会的課題の解決に資す
る」に適合していることを第三者認証機関より認証取得し、同年12月、水資源債券はSDGs債として
発行しました。
　水資源債券のSDGs債化により、ESG投資

（※２）
に関心のある投資家層の拡充が図られ、機構の環境保全

の取組を機構事業関係者以外にも広く周知することができました。
　水資源機構では、調達した資金を活用し、気候変動による渇水の頻発化や豪雨の激甚化等の課題を
解決するために、治水・利水事業を通じた社会貢献活動を進めて参ります。

水資源機構として初めてＳＤＧｓ債を発行
〜国内初　気候変動適応を目的としたサステナビリティボンド（SDGs債）

（※1）
〜

国連広報センターHPより

※１　�サステナビリティボンドとは、調達資金の用途が「環境改善効果がある（グリーン性）」「社会的課題の解決に資する（ソーシャル
性）」の双方の性質を有する債券

※２　�ESG投資とは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の３分野での企業の取組を評価し、投資先
を見極める手法

水資源機構の業務と特に関連性の高いSDGs
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３ 
環
境
方
針
・ 

 　
環
境
行
動
計
画

　
水
資
源
機
構
で
は
、
業
務
を
運
営

す
る
に
あ
た
っ
て
、
環
境
に
配
慮
す

べ
き
基
本
理
念
及
び
基
本
方
針
を
環

境
方
針
と
し
て
策
定
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
機
構
の
事
務
・
事
業
活
動

に
伴
う
環
境
負
荷
の
一
層
の
低
減
を

実
効
的・総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、

環
境
行
動
計
画
と
し
て
５
つ
の
基
本

方
針
に
基
づ
き
19
項
目
の
取
組
事
項

を
定
め
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
水
資
源
機
構
中
期
計

画
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
抑
制
等

の
計
画
に
お
い
て
、
推
進
し
て
い
く

べ
き
環
境
保
全
に
関
す
る
取
組
事
項

を
踏
ま
え
て
定
め
た
も
の
で
す
。

〔
基
本
方
針
〕

〔
環
境
行
動
計
画
〕

掲
載
頁

関
連
す
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

５
つ
の
方
針

19
の
取
組
事
項

１
．
環
境
保
全
に
配
慮
し
た
取
組
の
推
進

　
事
業
実
施
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
環
境

の
適
切
な
保
全
を
図
る
た
め
、
環
境
保
全

に
配
慮
し
た
設
計
、
施
工
、
管
理
を
実
現

す
る
た
め
の
取
組
を
総
合
的
に
推
進
し
ま

す
。

１
‒
１　
自
然
環
境
の
保
全

①�

自
然
環
境
調
査
・
環
境
影
響
予
測
の
実

施
、
環
境
保
全
対
策
の
実
施

②�

環
境
巡
視
・
環
境
保
全
協
議
会
の
実
施

③�

ダ
ム
下
流
等
の
河
川
環
境
の
改
善

P20 〜 27

１
‒
２　
水
質
の
保
全

④�

水
面
巡
視
、
水
質
調
査
等
に
よ
る
日
常

的
な
水
質
情
報
の
把
握

⑤�

水
質
保
全
対
策
設
備
の
運
用
技
術
向
上

P33 〜 41

２
．
環
境
負
荷
低
減
の
取
組
の
推
進

　
建
設
副
産
物
の
抑
制
や
リ
サ
イ
ク
ル
を

推
進
す
る
と
と
も
に
、
既
存
施
設
の
よ
り

一
層
の
効
用
を
発
揮
す
る
た
め
、
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び
バ
イ
オ
マ
ス
の
有
効

活
用
を
進
め
ま
す
。

２
‒
１　

�

循
環
型
社
会
形
成
に
向
け
た
取

組

⑥�

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
効
活
用

⑦�

電
気
使
用
量
、
燃
料
使
用
量
の
抑
制

⑧�

オ
フ
ィ
ス
活
動
に
お
け
る
紙
使
用
量
、

廃
棄
物
排
出
量
の
抑
制

⑨�
流
木
・
刈
草
等
の
バ
イ
オ
マ
ス
の
有
効

活
用

⑩�

建
設
副
産
物
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

⑪�

環
境
物
品
等
の
調
達
、
環
境
配
慮
契
約

法
に
基
づ
く
契
約
の
推
進

P42 〜 52

３
．
環
境
保
全
意
識
の
向
上

　
環
境
教
育
な
ど
を
通
じ
て
、
環
境
に
対

す
る
意
識
と
知
識
の
向
上
を
図
り
、
職
員

一
人
ひ
と
り
が
積
極
的
に
環
境
保
全
に
取

り
組
み
ま
す
。

３
‒
１　
環
境
学
習
会
の
実
施

⑫�

環
境
学
習
会
の
実
施

P53 〜 55

３
‒
２　
環
境
に
関
す
る
研
修
の
実
施

⑬�

環
境
に
関
す
る
研
修
の
実
施

４
．
社
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
環
境
保
全
に
配
慮
し
た
取
組
や
環
境
に

関
わ
る
情
報
を
積
極
的
に
公
表
し
ま
す
。

ま
た
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
地
域

で
の
環
境
保
全
活
動
へ
の
参
加･

協
力
な

ど
に
よ
り
、
社
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図
り
ま
す
。

４
‒
１　
環
境
に
関
す
る
情
報
の
発
信

⑭�

広
報
誌
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
イ
ベ
ン
ト

等
で
の
環
境
情
報
発
信

P56 〜 57

４
‒
２　

�

地
域
に
密
着
し
た
施
設
・
水
辺

空
間

⑮�

景
観
に
配
慮
し
た
施
設
整
備

P58 〜 59

４
‒
３　

�

環
境
保
全
活
動
と
地
域
交
流
へ

の
取
組

⑯�

地
域
で
の
環
境
保
全
活
動
へ
の
参
加

⑰�

流
域
内
の
森
林
保
全
へ
の
協
力

⑱�

水
系
全
体
の
水
質
改
善
に
向
け
た
関
係

機
関
と
の
連
携
等

P61

５
．
環
境
関
連
法
令
等
の
順
守

　
環
境
汚
染
を
予
防
し
、
良
好
な
環
境
の

保
全
や
創
出
を
図
る
た
め
、
環
境
関
連
の

法
令
等
や
当
機
構
が
定
め
た
指
針
を
順
守

し
ま
す
。

５
‒
１　
環
境
関
連
法
令
等
の
順
守

⑲�

環
境
関
連
法
令
等
の
順
守

―
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〔
基
本
方
針
〕

〔
環
境
行
動
計
画
〕

掲
載
頁

関
連
す
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

５
つ
の
方
針

19
の
取
組
事
項

１
．
環
境
保
全
に
配
慮
し
た
取
組
の
推
進

　
事
業
実
施
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
環
境

の
適
切
な
保
全
を
図
る
た
め
、
環
境
保
全

に
配
慮
し
た
設
計
、
施
工
、
管
理
を
実
現

す
る
た
め
の
取
組
を
総
合
的
に
推
進
し
ま

す
。

１
‒
１　
自
然
環
境
の
保
全

①�

自
然
環
境
調
査
・
環
境
影
響
予
測
の
実

施
、
環
境
保
全
対
策
の
実
施

②�

環
境
巡
視
・
環
境
保
全
協
議
会
の
実
施

③�

ダ
ム
下
流
等
の
河
川
環
境
の
改
善
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水
質
の
保
全
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、
水
質
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常

的
な
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質
情
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水
質
保
全
対
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設
備
の
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用
技
術
向
上
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２
．
環
境
負
荷
低
減
の
取
組
の
推
進

　
建
設
副
産
物
の
抑
制
や
リ
サ
イ
ク
ル
を

推
進
す
る
と
と
も
に
、
既
存
施
設
の
よ
り

一
層
の
効
用
を
発
揮
す
る
た
め
、
再
生
可

能
エ
ネ
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ギ
ー
及
び
バ
イ
オ
マ
ス
の
有
効

活
用
を
進
め
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す
。

２
‒
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�

循
環
型
社
会
形
成
に
向
け
た
取

組
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再
生
可
能
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の
有
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用
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使
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量
、
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用
量
の
抑
制
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フ
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ス
活
動
に
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用
量
、
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量
の
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草
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の
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有
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進
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環
境
物
品
等
の
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境
配
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に
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づ
く
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の
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３
．
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保
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環
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、
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に
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る
意
識
と
知
識
の
向
上
を
図
り
、
職
員

一
人
ひ
と
り
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積
極
的
に
環
境
保
全
に
取

り
組
み
ま
す
。

３
‒
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環
境
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会
の
実
施
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の
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環
境
保
全
に
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慮
し
た
取
組
や
環
境
に

関
わ
る
情
報
を
積
極
的
に
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し
ま
す
。

ま
た
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
地
域

で
の
環
境
保
全
活
動
へ
の
参
加･

協
力
な

ど
に
よ
り
、
社
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図
り
ま
す
。

４
‒
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環
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に
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る
情
報
の
発
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広
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誌
、
ホ
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、
イ
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で
の
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情
報
発
信
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‒
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地
域
に
密
着
し
た
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設
・
水
辺

空
間

⑮�

景
観
に
配
慮
し
た
施
設
整
備

P58 〜 59

４
‒
３　

�

環
境
保
全
活
動
と
地
域
交
流
へ

の
取
組

⑯�

地
域
で
の
環
境
保
全
活
動
へ
の
参
加

⑰�

流
域
内
の
森
林
保
全
へ
の
協
力

⑱�

水
系
全
体
の
水
質
改
善
に
向
け
た
関
係

機
関
と
の
連
携
等

P61

５
．
環
境
関
連
法
令
等
の
順
守

　
環
境
汚
染
を
予
防
し
、
良
好
な
環
境
の

保
全
や
創
出
を
図
る
た
め
、
環
境
関
連
の

法
令
等
や
当
機
構
が
定
め
た
指
針
を
順
守

し
ま
す
。

５
‒
１　
環
境
関
連
法
令
等
の
順
守

⑲�

環
境
関
連
法
令
等
の
順
守

―

【
基
本
理
念
】

　

私
た
ち
水
資
源
機
構
は
、
ダ
ム
や

用
水
路
な
ど
の
施
設
を
適
切
に
建
設

･
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
生

活
や
産
業
の
基
盤
で
あ
る
水
を
安
定

的
に
供
給
す
る
と
と
も
に
、
洪
水
な

ど
の
災
害
か
ら
人
々
の
生
命
や
財
産

を
守
る
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
事
業
の
実
施
を
通
し
て
、

環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
持
続
的
発

展
が
可
能
な
社
会
の
構
築
や
地
球
環

境
保
全
に
資
す
る
こ
と
が
当
機
構
の

社
会
的
責
務
で
あ
る
と
の
認
識
に
立

ち
、
独
自
の
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
（
Ｗ
‒
Ｅ
Ｍ
Ｓ
（
ウ
ィ
ー
ム

ス
））
を
運
用
し
、
継
続
的
に
事
務
･

事
業
活
動
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を

把
握
、
評
価
及
び
改
善
す
る
と
と
も

に
、
環
境
関
連
法
令
等
を
順
守
し
、

環
境
負
荷
の
低
減
と
良
好
な
環
境
の

保
全
･
創
出
に
努
め
ま
す
。


